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2019年3月

概要

財政部及び国家税務総局は
2019年3月14日付で、「中国国
内に住所のない個人の居住期
間の判定基準に関する公告」
（財政部税務総局公告2019年
第34号）（以下、“34号公告”）
及び「非居住者個人と住所の
ない居住者個人に係る個人所
得税政策に関する公告」（財政
部 税務総局公告2019年第35
号）（以下、“35号公告”）（いず
れも2019年1月1日施行）を公
布した。これらは、新しい個人
所得税法の下での、中国国内
に住所のない個人の個人所得
税の処理について規定したも
のである。

本速報では、34号公告及び35
号公告の主な内容について解
説する。

新規定の主な内容

34号公告

改正後の個人所得税法及び同実施条例に基づき、中国国内に住所のない個人1

は、中国での居住期間によって“居住者” 2の判定が行われ、かつ課税される所得
の範囲も異なる。当該個人の中国での居住期間が連続満6年に満たない場合、中
国国外の組織または個人が支払う中国国外源泉所得は個人所得税を免除される。

34号公告では、中国国内に住所のない個人の居住期間の判定基準について、以
下のとおり規定している。

1. 中国国内に住所のない個人が1納税年度に中国国内に累計で満183日居住
し、その前の6年間において、中国国内に毎年満183日居住し、かついずれの
年度においても1回で30日を超える出国がない場合、当該納税年度は中国国
内源泉、国外源泉の所得について個人所得税を納付しなければならない。も
しその前の6年間のいずれかの年度において、中国国内に満183日居住しな
かったか、或いは1回で30日を超える出国があった場合、当該納税年度の中
国国外源泉所得で、中国国外の組織または個人が支払うものは個人所得税
を免除される。

“その前の6年間”とは、当該納税年度の1年前から6年前までの連続する6納
税年度をいう。“その前の6年間”は、2019年度以降の年度について計算する

2. 中国国内に満24時間滞在する日は中国国内の居住日数に含め、24時間未
満の日はこれに含めない。

1    ここでいう“住所”とは、戸籍、家庭、経済的利益関係により、習慣的に居住する場所を指
し、中国国外企業からの出向者等は通常、“中国国内に住所のない個人”に該当する。

2    中国国内に住所のない個人のうち、1納税年度内に中国国内に満183日居住する個人は
“居住者”となる。

人事及び税務速報

中国に住所のない個人の個人
所得税に係る新規定の公布

人事及び

税務速報
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35号公告

35号公告では、中国国内に住所のない個人が取得する給与所得等に係る個人所得税の処理について詳細に規定している。
具体的な内容は以下のとおりである。

1. 所得の源泉地

1） 居住者個人の税額の計算35号公告では、給与所得、数か月分の賞与及びストックオプション所得、董事、監事及び高級
管理職の取得する報酬所得の源泉地について規定している。

2） 35号公告では、住所のない個人の給与所得に関わる中国国内の勤務期間、勤務日数及び国内、国外の収入額の確定方
法についても規定している。

► 中国国内の勤務期間は、個人の中国国内における勤務日数によって計算する。これには、中国国内での実際の勤務

日及び中国国内の勤務期間における中国内外での公休、個人の休暇、研修の日数が含まれる

► 中国国内、国外の組織で同時に職務を担い、或いは中国国外の組織でのみ職務を担う個人は、中国国内での滞在が

24時間未満の日を半日として中国国内の勤務日数を計算する。すなわち、中国に入出国する日はそれぞれ半日とさ

れる

► 中国国内、国外の組織で同時に職務を担い、或いは中国国内の組織でのみ職務を担う場合で、当期に中国国内、国

外で勤務する場合、中国国内、国外の勤務日数が当期の総日数に占める割合に基づき、中国国内源泉、国外源泉の

給与所得の収入額を確定する

3） 住所のない個人が数か月分の賞与及びストックオプション所得を取得した場合の所得の源泉地の確定方法は、以下のと
おりである。

► 住所のない個人が中国国内で職務を履行または執行するときに受け取る数か月分の賞与またはストックオプション所

得は、中国国外の勤務期間に帰属する部分を中国国外源泉の給与所得とする

► 住所のない個人が中国国内での職務の履行または執行を停止し、出国した後に受け取る数か月分の賞与またはスト

ックオプション所得は、中国国内の勤務期間に帰属する部分を中国国内源泉の給与所得とする

► 数か月分の賞与またはストックオプション所得の中国国内源泉部分は、これらの所得が帰属する勤務期間における中

国国内の勤務日数が当該期間の総日数に占める割合に基づいて計算する

► 住所のない個人が1か月内に取得する数か月分の賞与またはストックオプション所得に、異なる期間に帰属する複数

の所得が含まれる場合、各所得の中国国内源泉部分を計算した後、それらを合算して当月の中国国内源泉の収入額

を計算する

人事及び税務速報

所得 所得の源泉地

給与所得 中国国内の勤務期間に帰属する部分が中国国内源泉所得となる

数か月分の賞与
及びストックオプ
ション所得

中国国内の勤務期間に帰属する部分が中国国内源泉所得となる

董事、監事及び高
級管理職の取得
する報酬所得

国内居住者企業の董事、監事及び高級管理職務を担う個人（以下、“高級管理者”と総称）が取得
する、国内居住者企業が支払うか、または負担する董事費、監事費、給与或いはその他の類似報
酬（以下、“高級管理者の報酬”と総称。数か月分の賞与及びストックオプション所得を含む）は、中
国国内で職務を履行するか否かにかかわらず、中国国内源泉所得となる
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2. 住所のない個人の給与所得に係る収入額の計算方法

1） 住所のない個人が高級管理者でない場合、給与所得の収入額（課税所得額）は次のように計算する。

2） 住所のない個人が高級管理者の場合、給与所得の収入額は次のように計算する。

人事及び税務速報

1納税年度における中国で
の居住期間

課税収入 当月の給与の収入額の計算公式

90日以下 中国国内の勤務期
間に帰属する、国
内雇用主が支払う
か、負担する給与
所得

公式一：

当月の給与の収入額 ＝当月の国内外の給与総額
× （当月の国内支払の給与金額÷ 当月の国内外の給与総額）
× （当月の給与の帰属する勤務期間における国内勤務日数

÷ 当月の給与の帰属する勤務期間の日数）

90日超183日未満 中国国内の勤務期
間に帰属する給与
所得

公式二：

当月の給与の収入額 ＝当月の国内外の給与総額
× （当月の給与の帰属する勤務期間における国内勤務日数

÷ 当月の給与の帰属する勤務期間の日数）

満183日以上（満183日居
住の年度は連続満6年未
満）

全ての給与所得
（中国国外の勤務
期間に帰属する、
国外の組織または
個人が支払う給与
所得を除く）

公式三：

当月の給与の収入額 ＝当月の国内外の給与総額
× [1-（当月の国外支払の給与金額÷ 当月の国内外の給与総額）
× （当月の給与の帰属する勤務期間における国外勤務日数

÷ 当月の給与の帰属する勤務期間の日数）]

満183日居住の年度が連
続満6年で、いずれの年度
においても1回で30日を超
える出国がない

国内、国外から取
得する全ての給与
所得

国内、国外から取得する全ての給与所得について個人所得
税を計算し、納付する

1納税年度における中国で
の居住期間

課税収入 当月の給与の収入額の計算公式

90日以下 国内雇用主が支
払うか、負担する
給与所得

当月に国内で支払われた給与が当月の収入額となる

90日超183日未満 取得する給与所得
（中国国外の勤務
期間に帰属し、国
内雇用主支払うか、
負担しない部分を
除く）

公式三：

当月の給与の収入額 ＝当月の国内外の給与総額
× [1-（当月の国外支払の給与金額÷ 当月の国内外の給与総額）
× （当月の給与の帰属する勤務期間における国外勤務日数

÷ 当月の給与の帰属する勤務期間の日数）]

満183日以上（満183日居
住の年度は連続満6年未
満）

全ての給与所得
（中国国外の勤務
期間に帰属し、国
外の組織または個
人が支払う給与所
得を除く）

公式三：

当月の給与の収入額 ＝当月の国内外の給与総額
× [1-（当月の国外支払の給与金額÷ 当月の国内外の給与総額）
× （当月の給与の帰属する勤務期間における国外勤務日数

÷ 当月の給与の帰属する勤務期間の日数）]

満183日居住の年度が連
続満6年で、いずれの年度
においても1回で30日を超
える出国がない

国内、国外から取
得する全ての給与
所得 国内、国外から取得する全ての給与所得について個人所得税

を計算し、納付する
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3.  住所のない個人の税額計算

1） 居住者個人の税額の計算

► 住所のない居住者個人が取得する総合所得（給与所得、役務報酬所得、原稿報酬所得及び使用料所得）は、年度ご

とに個人所得税を計算する。源泉徴収義務者がいる場合、源泉徴収義務者は月ごと或いはその都度、税額を源泉徴

収する。確定申告を行う必要がある場合、規定に従って確定申告を行う。年度総合所得の納税額の計算公式は以下

のとおりである（公式四）

年度総合所得の納税額＝（年度給与収入額＋年度役務報酬収入額＋年度原稿報酬収入額＋年度使用料収入額-

控除費用-特別控除-特別付加控除-法によるその他の控除）× 適用税率-速算控除額

► 住所のない居住者個人が外国籍個人の場合、2021年までの経過期間において、給与所得の収入額を計算する際、

改正前の規定に従って住宅手当、子女教育費、語学訓練費等の手当を控除した場合は、同時に特別付加控除の適

用を受けることはできない

2） 非居住者個人の税額の計算

► 非居住者個人が当月に取得した給与所得は、規定に従って計算した当月の収入額から、税法の規定する控除費用を

控除した後の残額を課税所得額とし、月度税率表（35号公告の添付）を適用して納税額を計算する

► 非居住者個人が1か月内に取得する数か月分の賞与は、単独で規定に従って当月の収入額を計算し、当月のその

他の給与との合算はしない。それを6か月で割り、費用は控除せず、月度税率表を適用して納税額を計算する。各非

居住者個人は、1年度内に1回のみこの計算方法を適用することができる。計算公式は以下のとおりである（公式五）

当月の数か月分の賞与に係る納税額＝[（数か月分の賞与の収入額÷ 6）× 適用税率-速算控除額]× 6

► 非居住者個人が1か月内に取得するストックオプション所得は、単独で規定に従って当月の収入額を計算し、当月の

その他の給与との合算はしない（1年度内のストックオプション所得は合算する）。それを6か月で割り、費用は控除せ

ず、月度税率表を適用して納税額を計算する。計算公式は以下のとおりである（公式六）

当月のストックオプション所得に係る納税額＝[（当年度内のストックオプション所得の合計額÷ 6）× 適用税率-速算控

除額]× 6-当年度内のストックオプション所得に係る既納税額

4.  住所のない個人に対する租税条約の適用

中国が他国と締結している租税条約、香港、マカオと締結している租税協定（以下、“租税条約”）の居住者条項の規定により
締約相手国の居住者となる個人（以下、“締約相手国の居住者個人”）は、租税条約及び財政部、税務総局の関連規定に従っ
て租税条約の適用を受けることができるが、租税条約を適用しないという選択もできる。

人事及び税務速報

適用する条項 租税条約の規定 35号公告の関連規定

給与所得条項

国外給与所得に係る取扱い

締約相手国の居住者個人が国外での勤務につ
いて取得する給与所得は、個人所得税を納付し
なくてよい

► 住所のない個人が締約相手国の居住
者個人で、取得する給与所得について
国外給与所得に係る租税条約の規定
を適用できる場合、源泉徴収及び確定
申告のとき（居住者個人）または所得
を取得したとき（非居住者個人）に、そ
れを適用できる（個人所得税を納付し
なくてよい）

► 給与の収入額の計算には、公式二の
規定を適用する
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適用する条項 租税条約の規定 35号公告の関連規定

給与所得条項

国内給与所得に係る取扱い

租税条約の規定する期間における国内滞在
日数が183日を超えない締約相手国の居住者
個人が、国内での勤務について取得する給
与所得は、国内の居住者でない雇用者また
はこれに代わる者から支払われるもので、か
つ雇用者の国内の恒久的施設によって負担
されるものでない場合、個人所得税を納付し
なくてよい

► 住所のない個人が締約相手国の居住
者個人で、取得する給与所得につい
て国内給与所得に係る租税条約の規
定を適用できる場合、源泉徴収及び
確定申告のとき（居住者個人）または
所得を取得したとき（非居住者個人）
に、それを適用できる（個人所得税を
納付しなくてよい）

► 給与の収入額の計算には、公式一の
規定を適用する

自由職業所得条項
締約相手国の居住者個人が取得する自由職
業所得が租税条約の規定する条件を満たす
場合、個人所得税を納付しなくてよい

► 住所のない個人が締約相手国の居住
者個人で、取得する役務報酬所得に
ついて自由職業所得に係る租税条約
の規定を適用できる場合、源泉徴収
及び確定申告のとき（居住者個人）ま
たは所得を取得したとき（非居住者個
人）に、それを適用できる（個人所得
税を納付しなくてよい）

役員報酬条項

締約相手国の居住者個人が高級管理者であ
り、当該個人の取得する高級管理者の報酬
について、租税条約の役員報酬条項の規定
により、国内で個人所得税を課すことができる
場合、給与所得或いは役務報酬所得の規定
に従って個人所得税を納付しなければならな
い

► 締約相手国の居住者個人が中国国
内企業の董事であるが、租税条約に
役員報酬条項がない場合、当該個人
の取得する高級管理者の報酬につい
ては、上記の“給与所得条項”及び
“自由職業所得条項”或いは“事業所
得条項”の関連規定に従うものとする

► 締約相手国の居住者個人が中国国
内企業の高級管理職務を担っている
が、董事ではなく、租税条約の役員報
酬条項に企業の高級管理職を含む旨
を明記していない場合、当該個人の
取得する高級管理者の報酬について
は、上記の“給与所得条項”及び“自
由職業所得条項”或いは“事業所得条
項”の関連規定に従うものとする

► 締約相手国の居住者個人が中国国
内企業の高級管理職務を担い、また
は董事であり、かつ租税条約の役員
報酬条項が適用され、国内で個人所
得税を課すことができる場合、2-2)の
高級管理者の公式に従って個人所得
税を計算する
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5.  住所のない個人に対する徴税管理

1） 国内居住期間の見積

► 住所のない個人が1納税年度内に最初に申告する際、雇用契約の約定等の状況に基づき、1納税年度内における中

国国内での居住日数及び租税条約の規定する期間内における中国国内での滞在日数を見積もり、その見積に従って

納税額を計算する。実際の状況が見積と異なる場合は、以下の規定に従って処理する

a) 当初は非居住者個人になると判断したが、居住日数の延長により居住者個人の条件を満たすことになる場合、1納

税年度内において税額の計算方法は変更せず、年度終了後に居住者個人の規定に従って確定申告を行う。ただ

し、当該個人が当年度に出国し、年度内には再入国しないと見込まれる場合、出国前に確定申告を行うこともでき

る。

b) 当初は居住者個人になると判断したが、居住日数の短縮により居住者個人の条件を満たさなくなる場合、条件を

満たさなくなる日から年度終了15日内に所轄税務機関に報告し、非居住者個人として改めて納税額を計算して申

告を行わなければならない。この場合、滞納金は課されない。還付が必要な場合は、規定に従って処理する。

c) 当初は1納税年度内における国内居住日数は累計で90日を超えないと見積もったが、実際には90日を超えた場合、

或いは締約相手国の居住者個人について、租税条約の規定する期間における国内滞在日数は183日を超えない

と見積もったが、実際には183日を超えた場合、90日または183日に達した月の終了後15日以内に所轄税務機関に

報告し、以前の月の給与所得について改めて納税額を計算して、税額を追納しなければならならない。この場合、

滞納金は課されない。

2） 国内の雇用主による国外関連者の支払った給与所得の報告

► 住所のない個人が中国国内で職務を担い、勤務し、取得する中国国内源泉の給与所得について、国内の雇用主と国

外の組織または個人の間に関連関係があり、本来は国内の雇用主が支払うべき給与所得の一部または全部を国外関

連者が支払う場合、住所のない個人は自ら申告、納税を行うことも、国内の雇用主に代理納税を委託することもできる。

住所のない個人が国内の雇用主に代理納税を委託しない場合、国内の雇用主は所得の支払月の終了後15日以内に

所轄税務機関に関連の情報を報告しなければならない。これには、国内の雇用主と国外関連者による住所のない個人

の業務のアレンジメント、国外での支払状況及び住所のない個人の連絡方式等の情報が含まれる

6. 非居住者個人が2019年1月1日以降に取得した所得について、従来の規定により過大納付した税額は、法により還付を申

請できる。35号公告の規定と関連する、以前に出された通達または条項は同時に廃止される。

EYのコメント

1. 新税法の下で、中国国内に住所のない個人は、中国での居住期間が連続満6年に満たない場合、中国国外の組織または

個人が支払う中国国外源泉所得について、個人所得税を免除される。ここでいう“6年”は2019年から計算が開始され、

2018年以前の年度は計算に含まれないため、2024年が最初の第6年となる。また、2019年以降、いずれかの年度において

1回で30日を超える出国をするか、或いは累計の中国居住日数が183日未満の場合、6年の連続年数は改めて計算をする

ことになる。そのため、中国国内で勤務する外国籍個人は、より容易に国外源泉所得の免税条件を満たせるようになる。

2. 2019年以降の中国国内での居住日数の計算方法は従来と異なる。旧税法の下では、中国に入出国する日は国内居住日

数に含まれるとされていたが、新税法の下では、国内滞在が24時間未満のため、国内居住日数には含まれない。よって、

住所のない個人が居住者個人となるか否か、1回の出国日数が30日を超えるか否かを判断する際、留意する必要がある。

3. 住所のない個人が数か月分の賞与またはストックオプション所得を取得した場合、従来の規定では、中国で勤務する月数

に基づき、課税所得額を計算するとされていた。新しい規定では、国内勤務日数が総勤務日数に占める割合によりこれを

計算するため、より合理的と言える。

人事及び税務速報
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4. 中国国外の職務を兼任する住所のない個人は、従来は日数、源泉地、支払者により税額を按分していたが、新税法の下

では総合所得の概念が導入されたため、所得額を按分する方法に改められる。ただし、計算公式及び按分方式は基本的

に同じである。

5. 住所のない個人は1納税年度内に最初に申告する際、契約の約定等の状況により、当年度に居住者個人となるか非居住

者個人となるかを自ら判断した上で、それぞれに適用される計算方法により、毎月の個人所得税を計算する。非居住者個

人として申告する場合、当年度内において計算方法を変更することはできないため、企業と納税者は毎年の年初に慎重

に判断する必要がある。

6. 個人所得税の優遇政策の経過措置に関する財税[2018]164号では、居住者個人が取得する年1回性賞与及び上場会社

から取得するストックオプション所得は、経過期間において引き続き優遇された方法を適用できるとのみ規定している。35

号公告では、非居住者個人が取得する数か月分の賞与及びストックオプション所得の計算方法についても明らかにして

いる。企業は個人所得税を計算するときに、これらを区分しなければならない。

人事及び税務速報

EYのコメント(続き）
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